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令和７年８月定例教育委員会会議録 
  

１．開催日時     令和７年８月２２日（金） ９時００分～１１時５５分 

２．開催場所     日野町役場 3 階 ３０１・３０２会議室 

３．出席委員     安田 寛次教育長 

本居 節子委員、吉澤 松美委員、村井 優子委員、川原 正志委員 

４．出席事務局員   教 育 次 長：正木 博之 

学校教育課：不登校対応担当課長 赤尾 宗一 

主席参事 音羽 克之 

課長補佐 山添 和敏 

 生涯学習課 ：課長 加納 治夫 

        歴史文化財担当課長 岡井 健司 

図   書   館：館長 平松 久明 

          子ども支援課：課長 森 弘一郎 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

日程１ 開会 

それでは、８月の日野町教育委員会定例会を開会したいと思います。 

今日の案件ですが、議事３件のご審議をいただきたいと思います。そ

れから「今後の予定」と休憩をはさみ、もう１つの議事として「令和８

年度使用小・中学校特別支援学級教科用図書の採択について」を、２市

２町（近江八幡市・東近江市・竜王町・日野町）が第３採択地区として、

本日、同じ日に教科用図書について審議いただき、選定された教科用図

書の中から、日野町として採択するかどうかを決めていただくという会

議になっております。 

また、「その他」として数件ございますので、非常に中身の濃い会議に

なるかと思いますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程２ 教育長あいさつ 

 

（教育長あいさつ） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程３ 前回議事録の報告 

それでは、本日の定例会を議事日程に従って進行します。 

日程３ 前回議事録の報告につきましては、お手元に配付の議事録の
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安田教育長 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

吉澤委員 

 

 

 

 

岡井担当課長 

 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

岡井担当課長 

 

 

安田教育長 

 

本居委員 

 

 

とおりでございます。委員各位においてご覧いただき、異なるところが

ありましたら事務局までご連絡をお願いしたいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程４ 経過報告 

日程４の経過報告に入っていきたいと思います。 

 

（経過報告） 

 

それでは、ひととおり担当から報告をいただきましたので、委員の皆

様からご質問、ご意見等などありましたら、お出しいただきたいと思い

ます。吉澤委員。 

 

歴史文化財担当課長にお教えいただきたい。このたび文化財関係の講

座ということで、「掛け軸の修理の講座」と、「日野の“たから”サポー

ター養成講座」という２種類の講座を始めていただいたとお聞きしまし

たが、それぞれどのくらいの参加者か、お教えいただきたいと思います。 

 

まず、「掛け軸の修理の講座」は、この間２回開催し、初回は２０名、

２回目は２８名の参加でした。 

「日野の“たから”サポーター養成講座」は、お申し込みが３８名で、

参加者は３０名でした。ご都合が悪くなられたとか、体調を崩された方

がありましたが、それぞれ予想を上回る申し込みがあり、喜んでいると

ころです。 

 

「日野の“たから”サポーター養成講座」は、定員２０名と考えてい

たのですね。 

 

初回で２０名を超えてしまいましたので、２日目では急遽増員いたし

ました。 

 

大変盛況でございました。ほか、どうでしょうか。本居委員。 

 

経過報告には掲載がありませんが、公民館行事として「ひのっこルー

ム」が７月・８月に開催されていたと思います。参加はどうでしたか。 
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加納生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

本居委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

加納生涯学習課長 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

森子ども支援課長 

 

 

 

 

加納生涯学習課長 

 

 

 

ひのっこルーム、夏の暑い時期に公民館を無料開放しようということ

で、西大路で３回開催させてもらいました。初回は参加者がなく、３回

目で１組だけ利用があったということです。いろいろな制限がございま

す。遊ぶものは持ってきて下さいなど、ハードルが高いのかなというこ

とと、まだまだ周知できてないのかと思います。引き続き日野公民館な

どでも開催していきたいと思っております。もう少し周知をし、涼しく

過ごしてもらえるよう環境を提供したいと思います。 

 

案内を見られた保護者の声としては、夏休み期間中は、どうしても土・

日がほとんどですが、子どもがこの暑さで行ける場所がないか探してお

られます。各公民館でも夏まつりなど、子どもが行けるようにいろいろ

な取り組みをされ、参加できる方も多かったのですが、「自分の地区の

公民館へ行くものだ」と思っておられる方も多く、住んでいる地区の公

民館限定というイベントもありますので、混同があったと思います。 

また、ひのっこルーム平日開催もあるといいなという声もお聞きしま

したので、また検討していただけるとありがたいです。 

 

ひのっこルームですが、現在は開催日を決めて来ていただく取り組み

をしておりますが、後々は公民館の部屋をホームページ等で見える化を

していきたいと考えております。開いている部屋があれば、ひのっこル

ームとして平日もどうぞというような提供の仕方ができてくるかと思

っておりますので、それを順次進めているところでございます。 

 

「日野こどもタウン」のサイトで夏休み中に公民館でやっている内容

を含めて情報提供してもらったのですけれども、森課長、その反響はど

うでしたか。 

 

こちらも送るばかりで、反響の把握は十分できていませんが、かなり

の情報量を出せるようになり、担当者も喜んでいます。また、「ぽけっ

と」に来ていただいているお母さん方からも、わかりやすいと言ってい

ただいています。 

 

南比都佐公民館と西大路公民館で聞き取りをさせてもらいました。町

外からの参加者も２～３名あったと聞いています。残念ながら地域限定

の事業ですので、お断りしたこともあったとのことです。これが定着し

てくると、もう少し各地区公民館に地区外の方も来ていただくことは可
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安田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

平松館長 

 

 

 

 

 

正木教育次長 

 

能ですので、そういう事業が増えてくるのかなと思います。 

 

この夏もいろいろなイベントを用意してくださっていたと思うので、

どの公民館のどういう催しにどれくらいの人が参加していたかとか、ど

ういう内容であればうまくマッチングしたとか、そのあたりを人数の把

握も含め総括していく必要があると思います。生涯学習課だけでするの

ではなくて、子ども支援課と一緒になって、すり合わせしていただきた

いと思います。お願いします。ほか、どうでしょうか。 

 

（なし） 

 

またありましたら、後ほどでも結構ですのでお出しいただきたいと思

います。それでは、ないようでございますので、日程５の議事に入って

いきたいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第２６号 財産の取得について（図書館システム電子計算

機器類） 

「議第２６号 財産の取得について（図書館システム電子計算機器

類）」を議題とします。事務局から提案説明をお願いします。 

 

（提案説明） 

 

ありがとうございます。それでは、委員の皆様からご意見、ご質問を

お出しいただきたいと思います。 

 もう少し詳しく、どういうシステムなのか、具体的にどんなことがで

きるのか、その辺の説明をお願いします。 

 

図書館の貸出・返却、それからほかの図書館から本の貸し借りをして

いるのですけれども、そういった相互貸借の時のシステムのやり取り、

それからデータの処理等です。そういった図書館に特化したシステム

で、そのシステムを使うことで円滑に図書館サービスを利用者の方に提

供できるというものです。 

 

一般の利用者の方がどのようにお使いいただけるのか、具体的に説明

してください。 



-5- 

 

平松館長 

 

 

 

安田教育長 

 

川原委員 

 

 

 

 

 

平松館長 

 

 

 

 

 

川原委員 

 

平松館長 

 

安田教育長 

 

 

吉澤委員 

 

 

 

 

平松館長 

 

 

 

吉澤委員 

 

住民の方が使う際に、ご自宅等からホームページを介して本の検索を

したり、予約したりすることができます。またイベント等があるときに、

お知らせすることができます。 

 

ということです。川原委員。 

 

ソフト関係は買い取りということで、ソフト関係は仕方がないと思う

のですが、端末機器などは、例えばサポートが終わるということもあっ

て、５年のものを８年使ったとか、リースという選択肢はなかったので

しょうか、ハードに関して。リースの方が安くなるのではないかという

気もしたので、詳細はわかりませんが。 

 

リースという形ではありませんが、図書館のシステムの世界ではクラ

ウドという形式があります。金額で比べた際に、クラウドを選択した場

合、バージョンアップをするたびに課金を要求されるなど、結果的には

非常にコストが膨らむというデメリットがありました。今回は買い取り

という形になりました。 

 

それは比較されているのですね。 

 

 もちろんです。 

 

 比較したうえでの今回の取得ということですね。 

ほか、よろしいでしょうか。吉澤委員。 

 

 ２件お尋ねします。図書館業務のソフトウェアは何種類かあると思う

のですけれども、現在使っておられる図書館の管理運営システムと、新

しく入って来るシステムは継続性のあるものですか。全く新しいものに

なるのですか。 

 

従前使っていた京セラコミュニケーションシステム、いわゆる

ELCIELO（エルシエロ）というものを、また同じところのものを使わせて

いただきます。 

 

もう１点ですけれども、業者は東京に本部がある会社ということです

けれども、日ごろのメンテナンスは近くに出先の方がおられるとか、そ
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平松館長 

 

安田教育長 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

川原委員 

 

 

 

 

 

加納生涯学習課長 

 

の点は問題ないのですか。 

 

現行のところは新大阪に支店がございます。 

 

ほか、よろしいですか。 

 

（なし） 

 

 そうしたら、ないようでございますので、承認いただけるということ

でよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。それでは、「議第２６号 財産の取得につい

て（図書館システムの電子計算機器類）」について、承認することとしま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第２７号 日野町使用料条例の一部を改正する条例の制

定について 

次に、「議第２７号 日野町使用料条例の一部を改正する条例の制定

について」を議題とします。事務局から提案説明をお願いします。 

 

（提案説明） 

 

以上、事務局から提案がありました。使用料条例の一部改正というこ

とですが、少し時間を取りたいと思いますので、ご熟読いただいてご意

見を賜りたいと思います。川原委員。 

 

参考に教えていただきたいのですが、わたむきホールができた当時、

その頃、優先的に使えるとか、場合によっては無料で使えるということ

を聞きまして、私も利用させてもらったことがあるのですけれども、そ

れが今もあるのかどうか。一定の利用者に対して減免があるのか、それ

はいいことなのかどうか。 

 

減免基準を設けているのは公民館だけでございまして、わたむきホー

ルは、どんな団体でも使用料をいただいております。行政が使っても正
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川原委員 

 

加納生涯学習課長 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

加納生涯学習課長 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

加納生涯学習課長 

 

安田教育長 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

規料金です。あと、マイク等の備品に関しては減免があるのですけれど

も、基本的な部屋の使用料は、どんな団体でも同じ料金をいただくとい

うシステムになっております。それは大谷公園も同じでございます。 

 

私の記憶違いなのかな。 

 

住民の皆様に広く使っていただけるよう、平成５年１月１０日の開館

から、平成５年３月３１日まで、無料で使っていただける期間がござい

ました。 

 

減免のこと、わたむきホールのリハーサルについては減免の対象にな

ると聞きましたが、それは書いていますか。 

 

「４ 準備または練習のためにホール内の舞台を使用する場合は、ホ

ールの使用料の５０％に相当する金額を徴収する。」と明記させてもら

って、準備期間などは減免させてもらうことを設けたことで、少年少女

合唱団や日野中の生徒たちが使用する場合は、そんなに値段が変わらな

いという措置を取っています。 

 

肝心なことは、使用料が上がることによって社会教育が衰退すること

がないようにお願いしたいです。社会教育をサポートしていく必要があ

ると思います。 

 

そうならないように願っております。 

 

ほか、よろしいですか、皆さん。 

（なし） 

 

 では、使用料条例の一部改正について承認するということでよろしい

でしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。それでは、「議第２７号 日野町使用料条例

の一部を改正する条例の制定について」について、承認することとしま

す。 



-8- 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

森子ども支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第２８号 令和７年度日野町一般会計補正予算（第４号）

（教育費）について 

次に、「議第２８号 令和７年度日野町一般会計補正予算（第４号）

（教育費）について」を議題とします。事務局から提案説明をお願いし

ます。 

 

（提案説明） 

 

ありがとうございます。以上、一般会計の補正予算について説明させ

ていただきましたが、委員の皆さんからご質問等ありましたらお願いし

ます。 

認定こども園関係の提案は、子ども支援課からしてくださることにな

っていますね、大きな金額ですが、これぐらい必要ですか。 

 

測量調査、基本設計、造成の設計、農業用水の排路の調査という形で、

コンサルへの委託業務という形になります。図書館の東側で、かなり大

きな面積になります。約 14,000 ㎡です。 

あと、農地ですので県の許認可も必要ですので、その辺もクリアして

いかなければいけないので、コンサルに委託させてもらいます。     

財源につきましては、積み上げておりました基金を充当させていただ

く予定でございます。 

 

ほかいかがでしょうか。 

 

（なし） 

 

それでは、ないようでございますので、承認することとしてよろしい

でしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。「議第２８号 令和７年度日野町一般会計補

正予算（第４号）（教育費）について」を承認することとします。 
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安田教育長 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

森子ども支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

森子ども支援課長 

 

安田教育長 

 

本居委員 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程６ 今後の予定 

それでは、一旦議事を終了しまして、「日程６ 今後の予定」に移りた

いと思います。 

（１）事業予定について、学校教育課から順次説明をお願いします。 

 

（説明） 

 

ひととおり各担当から予定を説明してもらいましたが、委員の皆さん

からご意見、ご質問ございますか。 

幼稚園の申込が始まるような話をされましたが、どんな状況ですか。 

 

毎年、申し込みは１０月から始まります。今は準備にかかっている状

況で、今年度も入園の申込についてはオンラインで、マイナカードを持

っていただいている方についてはマイナポータルのサイトから入園の

申込ができるという形です。それと、従来どおり紙による申し込みも受

け付けさせていただきます。 

今年につきましても、少人数の南比都佐幼稚園と西大路幼稚園の入園

者数が１０人ほどでしたが、なるべく集団規模ということで、子どもた

ちの育ち合いという面から、大規模な日野幼稚園や必佐幼稚園での入園

をご検討いただかないといけない状況が、ひょっとしたら来年は起こり

得るかも知れないということで、園長先生方と協議をしているところで

ございます。 

また次の教育委員会で要綱等をお示しさせていただきます。 

 

少ない人数のところについてはどうなるか、ここで協議しなければな

らない議題かなと思いますので、次回、よろしくお願いします。要綱を

作って募集をかけるということですね。 

 

はい、今までと同じように、全園の募集をいたします。 

 

本居委員。 

 

募集の話ですが、どこにも、園などにもかかわっておられない保護者

の方で、在り方検討会の答申や、新しくこども園に変わるというような

情報がホームページやお知らせ等で出ていますが、まだ０・１・２歳児
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森子ども支援課長 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

の保護者の方で、そういった情報が届いてない方もかなりいらっしゃい

ます。 

今後、１０月の保育園の申し込みの時に、その方たちに向けて、「令和

１０年度に日野町の園が変わりますよ」という説明を載せていただきま

すと、先を考える方、これから園が変わっていくということを考えなが

ら申込いただけると思います。 

載せていただけるとありがたいと思います。 

 

ありがとうございます。その辺も園長会でも議論が出ていまして、最

終的に『概要版』を入園申込の冊子の中に入れ、こういう形に変わると

いうことをお示しさせてもらうという形で対応していこうと考えてお

ります。 

 

それでは、また後ほどでも結構ですのでお願いします。 

次に、今後の予定の（２）幼稚園、こども園、小中学校の運動会体育

祭へのご臨席対応について、説明をお願いします。 

 

（説明） 

 

それでは、先ほども少し説明がありましたけれども、（３）令和８年度

の幼稚園・保育園等、認定こども園の入園案内について、ほかに説明が

ありましたらお願いします。 

 

（説明） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程８ その他 

それでは、教科書関係の議第２９号は後ほどということで、先にその

他について、事務局から説明をお願いします。 

（説明） 

 

そうしましたら、長時間にわたりまして、ありがとうございました。

一旦ここで休憩させていただきたいと思います。 

 

（休憩） 
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安田教育長 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再開します。 

 それでは、議事に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程７ 議第３３号 中学校教科用図書および令和７年度使用小・中

学校特別支援学級教科用図書の採択について 

「議第２９号 令和８年度使用小・中学校特別支援学級教科用図

書の採択について」を議題とします。教科ごとに事務局から提案説明

をしていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

小学校特別支援学級 地図  

『はじめてのにほんちずえほん』 

パイインターナショナル  

小学校特別支援学級 図画工作  

『図画工作 de たのしい作品づくりイメージをひろげてかく』 

国土社  

中学校特別支援学級 社会 

『地図っておもしろい！②地図を読めるようになろう』 

国土社 

中学校特別支援学級 音楽 

『はじめてアルト・リコーダーを吹くときの本 改訂版』 

Ｋ・Ｍ・Ｐ 

 

（提案説明） 

（教科書閲覧） 

 

 以上、説明がありました。令和８年度使用小・中学校特別支援学級

教科用図書の採択についてです。滋賀県の教科用図書については、第

３採択地区という協議会がございまして、近江八幡市・東近江市・竜

王町・日野町の２市２町で構成しております。今年は小・中学校の特

別支援学級の教科用図書についてということで、特別支援学級といって

も種別がいろいろありまして、知的障害児学級に通っている子どもたち

が使う教科用図書です。ほかに自閉情緒もありますし、難聴もあります

し、肢体もあるのですが、その子どもたちは通常学級の教科書を使って

いるということです。 

知的障害児学級については、日野町内で６学級、小学生が２８名、中

学校が２学級で１６名おられます。その子どもたちが使う教科書です
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吉澤委員 

 

 

 

音羽主席参事 

 

 

 

 

安田教育長 

 

音羽主席参事 

 

安田教育長 

 

 

音羽主席参事 

 

が、子どもたちの状況に合わせて選定して、通常学級で使っている教科

書を使っている学級もありますし、先生がその子に合わせた教科書を選

んいる場合もあります。それらの教科書を選定結果のところに書かせて

いただいておりますが、その中に「新規」と書いてあるのが４つあるか

と思いますが、それが今提案をさせていただいたものです。 

できるだけ選択肢を増やしてやりたいということで、毎年更新しても

らって、今年は新たに４冊組み入れてもらったという形になります。 

会議が始まる前にも言っておりましたけれども、昨年度は今の時期

に、令和７年度から中学校の教科書の改訂がありましたので、膨大な量

のご審議をいただきました。その前の年度は小学校の教科書の改訂があ

りましたので、令和５年度には６年度から使用します小学校の教科書に

ついて採択をいただきました。今年度と来年度については、特別支援学

級の教科用図書だけを議題として扱うということになっております。 

 それでは、この議題については１種目ずつ賛否を採る必要があります

ので、ご意見を賜って、最終的には賛成の方の挙手を求めるという形で

進めたいと思います。 

全体を通してご意見はありますか。吉澤委員。 

 

今の教育長のご説明でだいたいわかったのですが、たくさんの教科用

図書が書かれていますが、これをすべて使われるということではないの

ですね。 

 

そうです。今、教育長からもご説明申し上げましたが、子どもたちに

合うものとして、各学校でこのリストの中から最もふさわしいものを選

んでいるという状況です。この本すべてを使っているというわけではな

くて、この中から選んでいます。 

 

今、日野町で使っているのはこれだという資料は持っていますか。 

 

今、持ち合わせておりません。 

 

日野町内の小中学校で実際に今使っている本を示せるリストがあり

ますので、用意しておいてください。 

 

わかりました。 
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安田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

村井委員 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

安田教育長 

 

 

 

 

 

 

よろしいですか。それでは、ご意見もないようでございますので、採

決に移りたいと思います。 

まず、小学校３～６年生が使います地図で、パイインターナショナル

の『はじめてのにほんちずえほん』を採択することに賛成の方の挙手を

お願いします。 

 

（挙手全員） 

 

 全員賛成ということで、採択させていただきたいと思います。 

続いて２冊目、小学校１～６年生の図画工作で使います、国土社の『図

画工作 de たのしい作品づくり イメージをひろげてかく』を採択する

ことに賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

 ありがとうございます。 

 

目がチカチカして、落ち着いて見られないなと思いました。子どもに

よっては刺激が多すぎるような気もします。情報量が多すぎるのではな

いかという気がしました。 

 

意見として記録しておきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。では、採択させていただきたいと思います。 

続きまして、中学校時別支援学級教科用図書、中学校１～３年生の社

会、国土社の『地図っておもしろい！②地図を読めるようになろう』を

採択することに賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

 全員賛成ということで、採択をしていただきます。 

中学校１～３年生の器楽、Ｋ・Ｍ・Ｐの『はじめてアルト・リコーダ

ーを吹くときの本 改訂版』を採択いただける方は挙手をお願いしま

す。 

 

（挙手全員） 
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安田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉澤委員 

 

 

音羽主席参事 

 

 

 

 

 

 

吉澤委員 

 

音羽主席参事 

 

安田教育長 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 全員賛成ということで、ありがとうございます。４つのものについて、

新たに採択していくことに決定いただきました。 

以上で、「議第２９号 令和８年度使用小・中学校特別支援学級教科

用図書の採択につき議決を求めることについて」の議事を終了させてい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

２市２町でそれぞれ今日決めていただいておりますので、最終的に２

市２町で採択することになりましたら、この内容については確定になり

ます。 

 

１つ質問させていただきたいのですけれども、中学校のアルト・リコ

ーダーは「器楽」となっていますが、「音楽」とは言わないのですか。 

 

中学校の音楽の中には、歌唱と楽器を演奏する器楽がありまして、教

科書も、歌唱を主とする教科書と、器楽として、中学校ではアルト・リ

コーダーやピアノなどを演奏するための、楽譜がたくさん載っている教

科書の２冊があります。 

歌唱につきましては、ほかの生徒が使っている同じものでいけます

が、楽器を演奏するために選んでいますので、器楽となっています。 

 

教科名は「音楽」なんですね。 

 

「音楽」の中の「器楽」ということです。 

 

 種目は「器楽」で、教科は「音楽」ですね。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程９ 閉会 

大変長時間ありがとうございました。 

これをもちまして８月の定例会を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

（閉会） 

 

 

 


